
内
閣
衆
質
一
六
三
第
三
七
号

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
を
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
「
沿
岸
案
」
と
す
る
日
米
両
政
府
の
合

意
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
四
日
受
領

答

弁

第

三

七

号



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
を
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
「
沿
岸
案
」
と
す
る
日
米
両
政
府

の
合
意
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
在
日
米
軍
」
と
い
う
。
）
の
兵
力
構
成
見
直
し
に
関
す
る
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
と
の
協
議
に
お
い
て
は
、
在
日
米
軍
の
抑
止
力
維
持
と
地
元
の
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
種
々
の
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
両
国
間
で
精
力

的
な
作
業
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
協
議
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
政
府
と
の
関
係
も
あ
り
、

申
し
上
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
規
定
す
る
公
有
水
面
は
、
同
法
第
一
条
に
お
い
て
、
公
共
の
用
に

供
す
る
水
流
又
は
水
面
で
国
の
所
有
に
属
す
る
も
の
を
い
う
旨
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
公
有
水

面
の
埋
立
て
に
関
す
る
都
道
府
県
知
事
の
免
許
に
係
る
事
務
は
、
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国

に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
同
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法

一



（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
十
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
で
発
表
さ
れ
た
文
書
（
以
下
「
発
表
文
書
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
、
在
日
米
軍
の
兵
力
態
勢
の
再
編
に
関
す
る
具
体
案
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、

現
在
、
御
指
摘
の
よ
う
に
、
来
年
の
通
常
国
会
に
向
け
て
「
海
域
使
用
特
別
措
置
法
」
の
制
定
や
公
有
水
面
埋
立
法
等
の
改

正
に
係
る
準
備
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

発
表
文
書
に
お
い
て
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
の
海
岸
線
の
区
域
と
こ
れ
に
近
接
す
る
大
浦
湾
の
水
域
を
結
ぶ
Ｌ
字
型
に

普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
を
設
置
す
る
と
の
具
体
案
が
示
さ
れ
た
が
、
こ
の
具
体
案
に
至
る
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
環
境

に
対
す
る
悪
影
響
の
極
小
化
を
含
む
複
数
の
要
素
を
考
慮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


